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日は じめに■

平成 16年 度末に高知県観光ビジョンを策定 してから2年 余 りが経過 しま した。 こ

のビジョンは、高知県が観光立県を目指すための基本的な考え方 と方向性を示 した 「あ

ったか高知観光条例」に基づいて策定されてお り、地域が元気になること、観光振興に

よって地域経済が潤 うことを目指 して、平成 21年 の県外観光入込客数を330万 人に

することを目標 としています。

これまでの 2年 間、地域資源を活用 した新たな観光資源の発掘や育成、食の魅力を生

か した取組み、二次交通の整備など観光客の利便性や満足度を向上 させるための態勢づ

くり、四国4県 での観光情報の発信や国際観光の推進に取 り組んできました。

こうした取組みの成果 として、体験型観光を実践する地域の受入態勢が徐々にではあ

りますが確実に進んできましたし、 「土佐のおきゃく」の開催など、民間が主体 となっ

た新たな観光活性化の動きも出てきました。また、国際観光では、中国や台湾からの教

育旅行の誘致など、これまでになかった成果 も挙がつています。

こうした中、本年 8月 に旅行情報会社がまとめた宿泊旅行調査によると、本県は 「食

の満足度」で全国 1位 となったほか、 「地元の人のホスピタリティー」や 「魅力のある

特産品や土産物」の項 目についても観光客から高い評価を受けています。

しか し一方で、今後解決 しなければいけない重要な課題 も明らかになつています。例

えば、体験型観光への取組みは全国各地で進められてお り、今後は県外 との地域間競争

が強まることが予想 されます。このため、本県の観光特性を踏まえながら、観光客の視

点に立った周遊ルー トづ くりや情報発信、二次交通の整備が必要となつてきます。これ

らに合わせて各地域での受入れを継続 していくためには、地域エージェン ト組織の育成

や商品づくりなどの課題に取 り組んでいくことが不可欠 とな ります。また、高知のファ

ンとリピーター観光客を増や していくためには、案内標識の整備や観光地における美化

活動を促進することはもとより、観光事業関係者をはじめとして県民一人ひ とりが 「観

光振興の担い手」であるとい う意識を醸成 し、観光客をおもてなしの心で迎える県民運

動を展開することが大切です。

県では観光 ビジョンの推進に向けた各分野での取組みを統括 し、関係者のよリー
層の

理解 と協力を得ながら具体的に推進 していくため、本年 4月 に観光部を設置 し、6月 に

は全ての行政分野で観光振興に取 り組むために高知県観光推進本部を立ち上げました。

観光 ビジョンの計画期間である平成 21年 度までを見据え、この中間報告で明らかに

なった課題の克服に向けて、幅広い関係者のご理解を得ながら残る2年 半の計画期間の

取組みを進めていきます。
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